
三次市告示第７６号 

 

 

 三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

 

  令和８年３月３１日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志  

 

 

   三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市は，水田を管理する上で，労働負担が大きく経営上の課題となってい

る水管理の省力化を図るため，水田用自動給水機を導入する者に対し，予算の

範囲内において補助金を交付するものとし，その交付に関しては，三次市補助

金等交付規則（平成１６年三次市規則第６５号）に定めるもののほか，この告

示に定めるところによる。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は，次の各

号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 市内に居住し，市内の自己所有農地又は利用権設定を行っている水田にお

いて，現に農業経営を行っており，今後も継続して水稲を出荷・販売しよう

とする者 

⑵ 個人にあっては世帯員全員が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到

来した市税，料等（以下「市税等」という。）を完納し，法人にあっては当

該法人が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税等を完納し

ているもの 



（補助金額等） 

第３条 補助金額等は，別表のとおりとする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）

は，三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に

次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。ただし，市長が添付書

類により証明すべき事実関係を公簿等によって確認できるときは，当該書類を

省略することができる。 

 ⑴ 事業計画書 

 ⑵ 収支予算書 

 ⑶ 営農計画書の写し又は農地の地名，地番，面積及び作物が確認できる書類 

 ⑷ 見積書等補助対象経費を確認できる資料 

 ⑸ 個人情報閲覧に関する同意書 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

（補助金交付決定） 

第５条 市長は，前条の申請について内容を審査の上，適当と認めるときは，補

助金額を決定し，申請者に対して三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金

交付決定通知書（様式第２号）により，通知するものとする。 

 （補助対象事業の変更等） 

第６条 申請者は，補助対象事業の内容を変更しようとする場合には，あらかじ

め三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金変更承認申請書（様式第３号）

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の補助金変更承認申請書の提出があったときは，内容を審査の

上，適当と認めるときは，補助金額を変更し，三次市水田用自動給水機導入支

援事業補助金変更交付決定通知書（様式第４号）により，申請者に通知するも

のとする。 

（実績報告） 

第７条 申請者は，補助対象事業完了後速やかに，三次市水田用自動給水機導入

支援事業補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添付して市長に

提出するものとする。 



⑴ 収支決算書 

⑵ 補助対象事業に係る領収書又は納品書の写し 

⑶ 前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

（補助金額の確定） 

第８条 市長は，前条の実績報告について内容を審査の上，補助金額を確定した

ときは，三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金交付確定通知書（様式第

６号）により，申請者に通知するものとする。 

２ 市長は，前項に規定する補助金額の確定について，必要に応じ現地において

検査するものとする。 

（補助金の請求） 

第９条 前条の規定により補助金額の確定を受けた者は，遅滞なく三次市水田用

自動給水機導入支援事業補助金交付請求書（様式第７号）を市長に提出するも

のとする。 

（遵守事項） 

第１０条 申請者は，補助対象事業を完了した年度の翌年度から起算して３年以

上は，水稲を生産し，出荷・販売を継続しなければならない。 

２ 申請者は，補助対象事業に関する帳簿及び書類を整理し，補助対象事業完了

年度の翌年度から起算して，５年間保存しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 市長は，補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると

認めた場合は，補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し，補助金の返還を

命じることができる。ただし，市長がやむを得ない理由があると認めたときは

，この限りでない。 

⑴ 補助金交付の要件に違反した場合 

⑵ 偽りその他不正な手段により補助金を受けた場合 

⑶ 前２号に掲げるもののほか，補助金の使途が不適当と認められる場合 

２ 市長は，前項の規定により補助金の返還を命じる場合は，三次市水田用自動

給水機導入支援事業補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により，補助金

交付決定の取消しを通知するものとする。 

（その他） 



第１２条 この告示に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は，令和８年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は，令和１１年３月３１日限り，その効力を失う。 

（告示失効後の経過措置） 

３ 第１０条及び第１１条の規定は，この告示失効後も，なおその効力を有する 

 。 



別表（第３条関係） 

補助対象 補助対象経費 対象要件 補助金額等 

水田用自

動給水機 

水田用自動給水

機の導入に要し

た経費（他の補

助金等の交付を

受けている場合

にあっては，交

付を受けた補助

金等の額を差し

引いた額） 

申請者が管理

する市内の農

地の登記面積

の合計が３０

アール以上で

あること。 

（補助率） 

補助対象経費から，消費税

及び地方消費税相当額を控除

した額の５分の１以内とする

。 

農業経営基盤強化促進法（

昭和５５年法律第６５号）第

１２条の農業経営改善計画の

認定を受けている農業者（以

下「認定農業者」という。）

及び同法第１４条の４第１項

の青年等就農計画の認定を受

けている農業者（以下「認定

新規就農者」という。）は一

の年度につき１０台を上限と

し，認定農業者及び認定新規

就農者以外の農業者は３台を

上限とする。 

 

（補助上限額） 

１台につき１万円を上限と

し，認定農業者及び認定新規

就農者は１０万円，認定農業

者及び認定新規就農者以外の

農業者は３万円を補助限度額

とする。 

補助金額に千円未満の端数

が生じる場合は，これを切り

捨てる。 



様式第１号（第４条関係） 

 

三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金交付申請書 

 

  年  月  日  

 

三次市長 様 

 

申請者 住所 

氏名 

連絡先 

 

年度三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金を受けたいので，三次市水

田用自動給水機導入支援事業補助金交付要綱第４条の規定により，次のとおり関

係書類を添えて申請します。 

 

１ 交付申請額    金         円 

（内訳） 

 

２ 添付資料 

⑴ 事業計画書 

⑵ 収支予算書 

⑶ 営農計画書の写し又は農地の地名，地番，面積及び作物が確認できる書類 

⑷ 見積書等補助対象経費を確認できる資料 

⑸ 個人情報閲覧に関する同意書 

⑹ 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

 



事業計画書 

 

１ 作付計画                        （単位：ａ） 

作物名 
   年度    年度    年度 

ほ場地番 面積 ほ場地番 面積 ほ場地番 面積 

       

       

       

 計  計  計  

 

２ 販売計画                        （単位：㎏） 

作物名 

    年度     年度     年度 

出荷・販売

先 

数量 出荷・販売

先 

数量 出荷・販売

先 

数量 

       

       

 計  計  計  

 

 



収支予算書 

 

１ 収入                          （単位：円） 

区分 予算額 積算根拠 

三次市補助金   

自己資金   

   

   

合計   

 

２ 支出                          （単位：円） 

区分 予算額 
 補助金等 

充当額 
積算根拠 

補助対象経費 

     

     

     

     

     

     

     

合計     

 



様式第２号（第５条関係） 

 

第   号   

  年  月  日 

 

          様 

 

三 次 市 長  印 

 

三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金交付決定通知書 

 

  年 月 日付けで申請のあった三次市水田用自動給水機導入支援事業補助

金については，三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金交付要綱第５条の規

定により，次のとおり交付を決定したので通知します。 

 

１ 交付決定額  金         円 

（内訳） 

 

 

２ 補助対象事業の内容等 

この補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は，三次市

水田用自動給水機導入支援事業で，その内容は，  年  月  日付けの申

請書に記載のとおりとする。 

 

３ 交付の条件 

この補助対象事業は，三次市補助金等交付規則第５条に規定するもののほか

，この補助金に係る告示等に従わなければならない。 

 



様式第３号（第６条関係） 

 

三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金変更承認申請書 

 

  年  月  日  

三次市長 様 

 

申請者 住所 

氏名 

連絡先 

 

  年  月  日付け  第    号で交付決定通知のあった事業につい

て，次の理由により事業内容を変更したいので，関係書類を添えて申請します。 

 

１ 変更の理由 

 

２ 変更の内容 

⑴ 交付決定額 金         円 

 

⑵ 変更申請額 金         円 

 

⑶ 添付書類 

収支予算書（変更） 



収支予算書（変更） 

 

１ 収入                          （単位：円） 

区分 
変更前 

予算額 

変更後 

予算額 
増減額 積算根拠 

三次市補助金     

自己資金     

     

     

合計     

 

２ 支出                          （単位：円） 

区分 
変更前 

予算額 

変更後 

予算額 

 
補助金等 

充当額 
積算根拠 補助対象 

経費 

      

      

      

      

      

      

      

合計      

 



様式第４号（第６条関係） 

 

第   号  

  年  月  日  

 

三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金変更交付決定通知書 

 

 

        様 

 

三 次 市 長  印 

 

  年  月  日付けで申請の三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金

については，三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金交付要綱第６条の規定

により，次のとおり変更交付決定をしたので通知します。 

 

１ 変更前交付決定額  金         円 

 

２ 変更後交付決定額  金         円 

 

３ 変更の理由 

 

４ 交付の条件 

⑴ この補助対象事業が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助対象

事業の遂行が困難となった場合には，速やかに市長に報告して指示を受けな

ければならない。 

⑵ この補助対象事業が完了したときは，実績報告書を速やかに市長に提出し

なければならない。 



様式第５号（第７条関係） 

 

三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金実績報告書 

 

  年  月  日  

 

三次市長 様 

 

申請者 住所 

氏名          

連絡先 

 

年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった，  年度

三次市水田用自動給水機導入支援事業が完了したので，次のとおり関係書類を

添えて報告します。 

 

１ 交付決定額   金         円 

 

２ 完了年月日    年  月  日 

 

３ 添付書類 

⑴ 収支決算書 

⑵ 補助対象事業に係る領収書又は納品書の写し 

⑶ 前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 



 

収支決算書 

 

１ 収入                          （単位：円） 

区分 予算額 決算額 積算根拠 

三次市補助金    

自己資金    

    

    

合計    

 

２ 支出                          （単位：円） 

区分 予算額 

 

決算額 

 
補助金等 

充当額 
積算根拠 補助対象

経費 

補助対象

経費 

       

       

       

       

       

       

       

合計       

 



様式第６号（第８条関係） 

 

第   号  

  年  月  日  

 

 

          様 

 

三 次 市 長  印 

 

三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金交付確定通知書 

 

   年  月  日付け  第  号により決定した三次市水田用自動給水

機導入支援事業補助金の交付について，三次市水田用自動給水機導入支援事業補

助金交付要綱第８条の規定により，次のとおり確定したので通知します。 

 

１ 交付決定額  金         円 

 

２ 交付確定額  金         円 

 



様式第７号（第９条関係） 

 

三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金交付請求書 

 

  年  月  日  

 

三次市長 様 

 

請求者 住所 

氏名 

連絡先 

 

   年  月  日付け  第  号により交付の確定を受けた，  年度三

次市水田用自動給水機導入支援事業補助金として，次のとおり請求します。 

 

１ 請求金額  金         円 

 

 

２ 振込先 

（振込先金融機関名） 

 

農協  本店 

銀行     

金庫  支店 

１ 普通  ２ 当座  ３ その他（   ） 

フリガナ  

口座名義人  

口座番号 
       

 

３ 請求者と振込口座名義人が異なる場合は，当該補助金の受領について，上記

の口座名義人に委任します。 



様式第８号（第１１条関係） 

 

第   号  

  年  月  日  

 

 

         様 

 

三 次 市 長  印  

 

三次市水田用自動給水機導入支援事業補助金交付決定取消通知書 

 

    年  月  日付け  第  号による  年度三次市水田用自動給水

機導入支援事業補助金の交付の決定の全部（一部）について，三次市水田用自動

給水機導入支援事業補助金交付要綱第１１条第２項の規定により，次のとおり取

り消したので通知します。 

ついては，この補助金を次のとおり返還してください。 

 

１ 交付決定の取消額 

交付決定額   金         円 

今回取消額   金         円 

更正決定額   金         円 

 

２ 取消しをする理由 

 

３ 返還期限   年  月  日 

 

４ 返還方法 別紙納付書による。 

 

５ 納付場所 別紙納付場所による。 


